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市
で
は
、
行
政
改
革
の
基
本
方
針

と
な
る
「
行
政
改
革
大
綱
」
と
と
も

に
、
そ
の
内
容
を
実
現
す
る
た
め
の

具
体
的
な
取
り
組
み
を
示
し
た
「
集

中
改
革
プ
ラ
ン
」
の
策
定
作
業
を
進

め
て
い
ま
す
。
本
年
８
月
か
ら
、
学

識
経
験
者
な
ど
で
構
成
す
る
地
域
経

営
改
革
会
議

（
委
員
長
・
仁

連
孝
昭
滋
賀
県

立
大
学
教
授
）

を
設
け
、
既
に

４
回
の
審
議
を

行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
改
革
の

実
施
機
関
と
し

て
市
内
部
に
行

政
改
革
推
進
本

部
会
議
（
本
部

長
・
川
島
信
也

市
長
）
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
こ
の

二
つ
の
機
関
を

両
輪
と
し
て
、

年
内
に
改
革
大

綱
及
び
改
革
プ

ラ
ン
を
策
定
す
る
予
定
で
す
。

限
ら
れ
た
経
営
資
源
を
有
効
に
活

用
し
、
新
た
な
行
政
課
題
に
対
応
し

て
い
く
た
め
、
改
革
大
綱
及
び
改
革

プ
ラ
ン
に
基
づ
い
た
、
取
り
組
み
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

(1)
三
位
一
体
改
革
等
に
よ
る
財
源
の

縮
減

「
三
位
一
体
の
改
革
」
に
よ
り
、

国
庫
補
助
金
の
削
減
・
廃
止
や
地
方

交
付
税
の
大
幅
な
縮
減
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
所
得
や
地
価
の
低

迷
に
よ
る
市
税
の
伸
び
悩
み
に
よ
り
、

歳
入
総
額
が
減
少
す
る
も
の
と
見
込

ま
れ
ま
す
。

一
方
、
少
子
・
高
齢
化
に
伴
う
扶

助
費
や
平
成
13
年
度
以
降
の
国
・
地

方
の
財
政
対
策
に
よ
る
市
債
の
発
行

等
に
伴
う
返
済
金
な
ど
歳
出
の
増
大

が
見
込
ま
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
歳
入
が
減
少
す
る
一

方
で
、
歳
出
が
増
大
す
る
と
い
っ
た

ギ
ャ
ッ
プ
構
造
の
拡
大
が
予
想
さ
れ
、

早
期
に
そ
の
改
善
が
求
め
ら
れ
ま
す

(

図
１)

。

(2)
少
子
・
高
齢
化
に
伴
う
行
政
需
要

の
増
大

本
市
に
お
い
て
も
、
全
国
傾
向
と

同
様
に
少
子
高
齢
化
が
進
展
し
て
お

り
、
平
成
27
年
の
高
齢
化
率
は
21.4
％

ま
で
上
昇
し
て
い
く
も
の
と
見
込
ま

れ
ま
す(

図
２)

。

こ
う
し
た
高
齢
化
の
進
展
に
加
え
、

生
産
年
齢
人
口
の
減
少
な
ど
は
、
地

域
経
済
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
影
響
を

及
ぼ
す
一
方
、
保
健
・
福
祉
・
医
療

な
ど
の
行
政
需
要
を
ま
す
ま
す
増
大

さ
せ
て
い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

今
後
、
現
在
の
社
会
経
済
環
境
が

続
い
た
場
合
に
は
、
行
政
が
有
す
る

経
営
資
源
が
よ
り
一
層
制
約
さ
れ
、

新
た
な
市
民
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
は
も

と
よ
り
、
既
存
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

維
持
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

(3)
自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
下
で
の

行
政
経
営

地
方
分
権
の
進
展
に
よ
り
、
国
と

地
方
の
関
係
は
、
従
来
の
「
上
下
・

主
従
」
か
ら
「
対
等
･
協
力
」
に
大

き
く
転
換
し
、
地
方
自
治
体
の
「
自

己
決
定
」
と
「
自
己
責
任
」
の
範
囲

が
大
き
く
広
が
り
ま
し
た
。

今
後
、
本
市
も
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
も
っ
と
も
近
い
行
政
体
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
、
専
門
的
か
つ
高

度
な
サ
ー
ビ
ス
を
自
己
決
定
、
自
己

責
任
の
も
と
で
提
供
で
き
る
よ
う
に
、

体
制
の
強
化
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

(4)
市
町
合
併
の
効
果
の
引
き
出
し

「
合
併
は
最
大
の
行
政
改
革
」
と

も
言
わ
れ
ま
す
が
、
今
後
に
お
い
て

も
、
行
財
政
体
制
の
整
備
を
継
続
的

に
進
め
な
け
れ
ば
、
十
分
な
効
果
が

得
ら
れ
ま
せ
ん
。

市
町
合
併
の
目
的
を
再
認
識
し
、

単
一
の
自
治
体
で
は
改
革
に
限
界
が

あ
っ
た
職
員
の
削
減
や
公
共
施
設
の

再
編
な
ど
、
合
併
の
効
果
を
最
大
限

に
引
き
出
せ
る
よ
う
取
り
組
む
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

行
政
改
革
大
綱(

素
案)

で
は
、
改
革

の
姿
勢(

上
記)

と
そ
の
方
向(

図
３)

を

掲
げ
、
行
政
改
革
に
取
り
組
む
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
今
後
の
改
革
に
あ

た
っ
て
は
、

①
「
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
管
理
・

品
質
向
上
」
と
「
行
財
政
の
簡

素
・
効
率
化
」
の
両
立
を
目
指
し

ま
す
。

そ
の
実
現
に
向
け
て
、
現
在
、
市

で
行
っ
て
い
る
事
業
を
見
直
し
、

不
要
な
事
業
が
な
い
か
、
他
に
効

率
的
な
手
法
が
な
い
か
、
検
討
し

ま
す
。

②
こ
れ
ま
で
は
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
は

行
政
が
担
う
も
の
」
と
考
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
革
大

綱
で
は
、
行
政
は
も
と
よ
り
、
市

民
と
企
業
も
共
に
「
公
」
を
担
う

主
体
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
基

本
に
お
き
ま
す
。
こ
う
し
た
新
た

な
公
共
空
間
づ
く
り(

図
４)

を
進
め

る
な
か
で
、
市
民
や
企
業
に
よ
る

社
会
貢
献
活
動
が
活
発
化
さ
れ
、

地
域
の
活
力
に
よ
る
元
気
な
地
域

づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。

こ
の
２
つ
の
考
え
方
の
も
と
、
市

民
の
皆
さ
ん
と
行
政
が
情
報
を
共
有

し
、
現
在
、
市
が
置
か
れ
て
い
る
厳

し
い
行
財
政
の
状
況
を
認
識
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
体
的
に

改
革
に
取
り
組
む
な
ど
、
中
長
期
的

な
展
望
に
立
っ
て
、「
市
民
と
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
地
域
社
会
づ

く
り
」
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。
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図２　年齢３区分別人口割合の推移と見通し 
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■
な
ぜ
、
行
政
改
革
が
必
要

と
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か

■
行
政
改
革
の
基
本
的
な
考

え
方
は

※現在予想される可能な範囲で推測したもので、行政改革
による見直しは含まれていません
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図１　財政見通し 
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図３　改革の方向

～新しい長浜市にふさわしい「公」の提唱～

『市民とのパートナーシップによる地域社会づくり』
行政はもとより、市民が、本市の危機的な財政状況を認識し、将来に向けた改
革意識を共有化するなか、ともに責任を持ち、知恵を出しあい、それぞれが主
体的に改革に取り組むなど、中長期的な展望に立って、新しい長浜市にふさわ
しい「公」のあり方を絶えず提唱しつつ、「市民とのパートナーシップによる
地域社会づくり」に向け、その実現に向けた取り組みを進めます。

これまで行政が専らその守備範囲としてきた分野も
含めて、サービスの質の向上と効率性が見込まれる
ものについては、市民、地域団体、ＮＰＯ、企業な
どに委ねるとともに、職員削減や公共施設の再編な
どを進め、簡素で効率的な市役所をめざす。

これまでの減量、削減的な改革手法だけでなく、仕
事のやり方や進め方など、行政運営の仕組みを抜本
的に見直すとともに、真に必要とされる市民ニーズ
や地域課題を的確に把握し、限られた経営資源の重
点的、効果的な配分するなど、「削るべき所は削り、
強めるところは強める」といった姿勢で、本市の将
来的な発展につながる施策の選択と集中化をめざす。

個人や家族で解決できないことは地域が、地域で解
決できないことは市行政が、そこで解決できないこ
とは県が、さらにはそこでも解決できないことは国
が解決していくといった「補完性の原理」を基本と
して、市政の果たすべき役割の見直しを図ることを
めざす。

徹底した行政のスリム化

市民、地域団体、ＮＰＯ、企業など多様な主体と対等の
立場に立って、協力しあい、相互に補完的な関係を築き、
協働によるまちづくりを推進するため、活動の中心とな
る人材の育成、活動主体に対する支援や活動場所の提供
など、地域協働化のための仕組みづくりをめざす。

個人情報保護に最善の配慮を図りながら、徹底した
情報提供による情報の共有化と市民への説明責任の
達成、さらには、市民にできることは市民にという
考え方に立ち、市民参画のための仕組みづくりをめ
ざす。

画一的な政策や行政に一任するのではなく、市民の
一人ひとりが、相互の信頼関係を確保しつつ、お互
いの特性や能力を最大限に発揮し、地域の課題を責
任をもって決定するなど、自分たちの地域は自分た
ちで治めるといった、元気な市民自治（ガバナンス）
の構築をめざす。

市民と行政の協働による地域経営
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